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（参考）各社の組織再編等に関する検討状況

 各社が発表している分社方式は以下のとおり。
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会社名 分社方式
組織再編等の分社化

準備状況
準備会社の設立時期

プレスリリース

組織再編
分社化の方式・
スケジュール

北海道電力
発電・小売
親会社方式

2018年4月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

東北電力
発電・小売
親会社方式

2018年4月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

東京電力 HD方式 2013年4月1日より社内カンパニー制を開始
2015年4月1日 分割準備会社設立
2016年4月1日 分社化

済み 済み

中部電力 HD方式 2016年4月、電力ネットワークカンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

北陸電力
発電・小売
親会社方式

2018年7月、送配電事業本部を設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

関西電力
発電・小売
親会社方式

2018年6月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

中国電力
発電・小売
親会社方式

2017年10月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

四国電力
発電・小売
親会社方式

2018年4月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

九州電力
発電・小売
親会社方式

2017年4月、送配電カンパニー設置 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

沖縄電力 対象外

電源開発 発電親会社方式 送変電部門を他部門と切り分けて設置済み 2019年4月1日 分割準備会社設立 済み 済み

北部送電 対象外

福島送電 対象外

※2019年4月時点



（１）一般送配電事業者に対する兼業規制について【第２２条の２関係】
 一般送配電事業者が、小売電気事業又は発電事業を営むことの禁止とその例外（認可制）

（２）一般送配電事業者の取締役等の兼職等の規制【第２２条の３第１項・第４項関係】
 一般送配電事業者の取締役等が、小売電気事業者又は発電事業者等の、取締役等及び従業者を兼
職することの禁止とその例外

 一般送配電事業者の従業者が、小売電気事業者又は発電事業者等の取締役等を兼職することの禁
止とその例外

 違反に対する措置（事業者に対する業務改善命令）
（３）一般送配電事業者の人事管理に関する規制【第２２条の３第２項・第３項関係】

 一般送配電事業者の従業者が、小売電気事業者又は発電事業者等の従業者を兼職することの禁止
とその例外

 違反に対する措置（事業者に対する業務改善命令）
（４）一般送配電事業者の禁止行為【第２３条関係】

 一般送配電事業者が、小売電気事業者又は発電事業者等と通常取引の条件とは異なる条件であっ
て電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で取引を行うことの禁止とそ
の例外（承認制）

 その他電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する行為を禁止
 一般送配電事業者による業務の受委託の禁止とその例外

（５）適正な競争関係確保のための体制整備義務【第２３条の４関係】
 一般送配電事業者に、適正な競争関係を確保するための体制の整備及びその実施状況を経済産業
大臣へ報告することを義務付け

（６）送電事業者の兼業規制・行為規制【第２７条の１１の２から第２７条の１１の１２関係】
 送電事業者は、一般送配電事業者と同様に上記（１）～（５）の規制が課される。

（参考）行為規制の全体像（第３弾改正電気事業法の内容）
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(兼業の制限等)

第二十二条の二 一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するもの
に限る。第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに第百十七条の二第四号において同じ。)を営んではならない。ただし、
経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に
応ずるものに限る。次項において同じ。)又は発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供する
ための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。

２ 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送
電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業
者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める
場合でなければ、これを認可してはならない。

３ 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電
事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者
をいう。第三号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給
区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地
域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
一 認可一般送配電事業者 次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
二 認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第一項の規定
三 認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定

（参考）改正電気事業法
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（一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等）

第二十二条の三 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者（一般送配電事業者の子会社（会社法
第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。）、親会社（同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二
十七条の十一の三第一項において同じ。）若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等（同法第二条第
三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。）に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業
者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以
下この款において同じ。）の取締役、執行役その他業務を執行する役員（以下この項及び第二十七条の十一の三第一項にお
いて「取締役等」という。）又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ね
てはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者（以下「電気供給事業者」という。）の間の適正な競争関係を阻害するおそ
れがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

２ 一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、
当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の
適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの（第二十三
条の二第一項において「特定送配電等業務」という。）に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係
を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当
するもの

二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は
発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するも
の

（参考）改正電気事業法
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（一般送配電事業者の禁止行為等）

第二十三条 一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務
の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

二 その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対
し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をするこ
と。

２ 一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのあ
る条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者（第百六条第五項に
おいて「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。）と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを
得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

３ 一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係
事業者又は当該特定関係事業者の子会社等（特定関係事業者に該当するものを除く。）に委託してはならない。ただし、電気
供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

４ 一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところによ
り、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を
委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める
場合は、この限りでない。

５ 一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事
業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省
令で定める場合は、この限りでない

６（略）

（参考）改正電気事業法
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（一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等）

第二十三条の二 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等
業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を
阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当
するもの

二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小
売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める
要件に該当するもの

２ 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関
係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

（一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等）

第二十三条の三 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文
若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

２ 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行
為の停止又は変更を命ずることができる。

（電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等）

第二十三条の四 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知
り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実
施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じな
ければならない。

２ 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなけ
ればならない。

（参考）改正電気事業法


